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   総合機器センター設置機器・設備の学外者使用に関する申合せ 

 

（手続） 

 学外者が、機器等の使用を希望する場合には、該当する機器の責任者と相談の上事前に様

式１岡山理科大学総合機器センター学外者使用申請書（以下「使用申請書」という。）を

岡山理科大学総合機器センター長（以下「センター長」という。）に提出するものとする。 

２ 使用することができる機器は、別途定める。なお、これらの機器は研究・社会連携機構

運営委員会で審議し、決定する。 

３ センター長は、使用申請書が適当であると認めた場合に許可するものとする。 

４ 機器等は、本学の教育研究に支障のない範囲において使用させるものとする。 

５ 使用申請書は５年間、保管するものとする。 

 

（使用時間） 

 使用時間は、原則として月曜日から金曜日まで（祝祭日を除く。）の午前９時から午後５

時までとする。 

 

（使用方法） 

原則として使用者は、各装置の責任者又は利用指導者による講習を受けた後、機器等の運転

及び操作を行うものとする。 

２ 使用者は、各装置の使用に当たって注意義務を厳守するものとする。 

３ 使用に当たっては、機器等の使用要領及び装置責任者又は利用指導者の指示に従うもの

とする。 

４ 使用者は、実験室の清潔を保つとともに、使用後は整理整頓を行い、備付けの使用記録

簿に必要事項を記入し、速やかに使用の終了を装置責任者又は利用指導者に連絡するもの

とする。また、この使用記録簿は５年間保管するものとする。 

５ 使用に際して必要な消耗品等は、使用者が用意するものとする。 

 

（測定試料） 

使用者は、危険性のある試料を使用する場合は、事前に装置責任者又は利用指導者の許可を

得るとともに、使用中及び使用後に清掃その他万全の措置を講ずるものとする。 
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（使用者義務） 

使用に際し、事故の責任が当方にない場合は、使用者がその責めを負うものとする。 

２ 重大な過失により生じた故障等については、使用者がその修理等経費を負担するものと

する。 

 

（使用料金） 

使用者は、機器等の使用に応じて別途定めた使用料を負担するものとする。なお、これらの

使用料は研究・社会連携機構運営委員会で審議し、決定する。 

 

（規程違反） 

本申合せに違反した場合には、使用を停止することがある。 

 

（報告） 

使用者は、機器等を使用して得た成果に関する論文等を公表した場合、可能な限りその論文

等をセンター長に提出するものとする。 
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様式１ 

 


